
論点となる対象の確認

審議事項（１）－６

連結納税親会社 連結納税子会社

会計上の利益（損失） 会計上の利益（損失）

申告加減算

連結(合算）

申告加減算申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

調整前連結所得（欠損） 調整前個別所得（欠損） 調整前個別所得（欠損）

損金算入できる
連結欠損金

損金算入連結欠損金の個別帰 損金算入連結欠損金の個別帰

損金算入できるものを各社に配分損金算入で
きない連結
欠損金

損金算入される連
結欠損金の判定

×30％＝連結
法人税

×30％＝連結法人税個別帰属
額

×30％＝連結法人税個別帰属
額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

連結所得 連結所得個別帰属額 連結所得個別帰属額

調
整
前
の
段
階
で
連
結
欠

法人税 額 額

1

親会社がまとめ
て納付

翌期以降に繰り越される

欠
損
の
場
合 今回の論点の対象

（詳細は次ページ）

1翌期以降に繰り越される
連結欠損金

連結欠損金個別帰属額 連結欠損金個別帰属額

各社に配分

連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性判定
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連結欠損金に係る繰延税金資産
の回収可能性判定の流れ（改正前）

審議事項（１）－６

連結納税
子会社A

連結納税
子会社C

連結納税
親会社

連結納税
子会社B

所得 所得

従来の取扱い

欠損

欠損

連結納税主体全体で合算・集計

将来の所得
見積データ

連結納税
子会社

連結納税
子会社B

連結納税
親会社A

連結納税
子会社C

連結納税主体

当
連
結

税法の限度額計算に従い、将来の
連結所得見積額で回収可能性判断

将来の所得見積データの合算値

子会社 子会社B 子会社C 当
期
の

結
欠
損
金 繰

延
税
金

資
産

当期計上分：欠損金を計上した
連結法人に配分（個別帰属額）

過
去
の

連
結
欠

損
金

回収可能見込額：回収されると
過去から

当
期

当
期

過
去

回収可能見込額：回収されると
見込まれる部分を確定、その
後各社に対応させて配分

過去から
の欠損金
の繰越額
を合わせ
て回収可
能性検討

連結納税主体を構成する各社

2

連結納税
子会社A

連結納税
子会社C

連結納税
親会社

連結納税
子会社B
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連結欠損金に係る繰延税金資産
の回収可能性判定の流れ（改正後）

審議事項（１）－６

連結納税
子会社B

連結納税
子会社D

連結納税
親会社A

連結納税
子会社C

所得 所得

平成22年度税制改正
全体の流れに本質的な変化はない

欠損

欠損

連結納税主体全体で合算・集計

将来の所得
見積データ

連結納税
子会社A

連結納税
子会社B

連結納税
親会社

連結納税
子会社C

連結納税主体

当
連
結

将来の連結所得＆個別所得
の組み合わせで判定

やや複雑

子会社A 子会社B 子会社C 当
期
の

結
欠
損
金 繰

延
税
金

資
産

当期計上分：欠損金を計上した
連結法人に配分（個別帰属額）

過
去
の

連
結
欠

損
金

回収可能見込額：回収されると
過去から

の組み合わせで判定

当
期

当
期

過
去

回収可能見込額：回収されると
見込まれる部分に対応させて
配分（個別帰属額）

過去から
の欠損金
の繰越額
を合わせ
て回収可
能性検討

連結納税主体を構成する各社

3

連結納税
子会社B

連結納税
子会社D

連結納税
親会社A

連結納税
子会社C
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連結欠損金の控除計算（改正前）

審議事項（１）－６

X‐7年

連結親法人 連結子法人A 連結子法人B 連結子法人C

失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

1

2

3 連結納税制度移行時に失効

調
整
前
連
結
所
得年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

4

5

6

得
を
上
限
に
順
に
控
除

X年

X+1年

7（調整前欠損金比で按分）

（当期：調整前連結所得計上）

連
結
納
税
制
度
へへ
移
行

①古い年度の連結欠損金から順に控除される。

③同じ年度の連結欠損金は、所定の比率で欠損
金を計上した各法人に按分される。

4
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連結欠損金の控除計算（改正後）

審議事項（１）－６

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

7年経過により失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

2

7年経過により失効

4

6

連結納
税制度
移行時

1（控除対象額等の比で按分）

3（控除対象額等の比で按分）

5（控除対象額等の比で按分）

調
整
前
連

古
い
も
の

但
し
特
定
連
結
欠

別
所
得
が
上

年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

8

10

12

移行時
に失効7（控除対象額等の比で按分）

9（控除対象額等の比で按分）

11（控除対象額等の比で按分）

連
結
所
得
を
上
限
に

の
か
ら
順
に
控
除

欠
損
金
は
調
整
前
個

上
限
と
な
る

X年

X+1年

13（調整前欠損金比で按分）

（当期：調整前連結所得計上）

連
結
納
税
制
度
へ

特定連結欠損金
へ
移
行①古い年度の連結欠損金から順に控除される。

②同じ年度の連結欠損金は、特定連結欠損金か
ら控除される
③同じグループ（年度×特定or非特定）に属する

各ものは、所定の比率で欠損金を計上した各法人
に按分される。

5
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連結欠損金の控除計算
（改正後数値例）

審議事項（１）－６

（改正後数値例）

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

7年経過により失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

700

7年経過により失効

500

300

連結納
税制度
移行時

200

150

300

300

500

500年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

100

200

80

移行時
に失効250

100

80

250

100

90

整前連結 得

X年

X+1年

連
結
納
税
制
度
へ

20 4030

1,000 12700 500 300

10

調整前連結所得2,500へ
移
行

繰越連結欠損金の合計額5,800

6

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



連結欠損金の控除計算
（改正後数値例）

審議事項（１）－６

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

①
②特定連結欠損金から控除

X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

700

500

200

150

150

300

500 150

①
古
い
も
の
か
ら
順
に

100400

100 200

上限
700

上限
500

年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

100

200

80

250

100

80

250

100

90

に
控
除

全体の上限
2,500

X年

X+1年

20 4030 10

控除できる連結欠損金の各社への配分に当たり どの連結法人控除できる連結欠損金の各社への配分に当たり、どの連結法人
の欠損金が控除されるかの順序の定めがある

↓

連結全体の所得額のみならず、各社の個別の（調整前）所得額が
相互に影響を与える。

↓

各社の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性判定にあ

7

各社の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性判定にあ
たっては、税務上の控除順序を踏まえて個別所得見積額、連結所

得見積額の組み合わせで検討することになる。

連結納税主体を一体として回収可能性を判定す
ることについては変化なし（（その1）Q1,Q4）
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法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



連結納税制度下における計算イメージ
将来減算一時差異の解消

審議事項（１）－６

連結納税親会社 連結納税子会社

会計上の利益（損失） 会計上の利益（損失）

申告加減算

連結(合算）

申告加減算

「将来減算一時差異
の解消」が連結納税

将 減算 時 異 解

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

会社間の精算に反
映されたら「回収さ
れた」といえる

連結所得

×30％＝連結法人税

個別所得（欠損）

×30％＝連結法人税個別帰属
額

個別所得（欠損）

×30％＝連結法人税個別帰属
額

税金の負担関係を精算

親会社がまと
めて納付

連結ベー
ス

各社個
別ベース

将来減算一時
差異の解消

連結ベースの繰延
税金資産の回収

個別ベースの繰延
税金資産の回収

所得 所得 精算額に反映
される

あり あり
される

所得 欠損 精算額に反映
される

あり あり（連結全体の
税負担を軽減させ
た効果あり）

欠損 所得 精算額に反映
される

なし（その期の連結
欠損金に含まれる）

あり

8

欠損 欠損 精算額に反映
されない

なし（その期の連結
欠損金に含まれる）

なし（その期の連結
欠損金個別帰属額
に含まれる）

連結ベースの「回収額」と個別ベースの「回収額」とが異なる場合がある
→「回収可能性」についても同様に異なる場合がある（（その２）Q4）
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連結納税制度下における計算イメージ
連結欠損金の損金算入

審議事項（１）－６

連結納税親会社 連結納税子会社

会計上の利益（損失） 会計上の利益（損失）

申告加減算

連結(合算）

申告加減算

結欠損 損 算

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

「損金算入できる連結欠
損金」だけが「回収され
た」ということになる

調整前連結所得（欠損） 調整前個別所得（欠損） 調整前個別所得（欠損）

損金算入できる
連結欠損金

損金算入連結欠損金の個別帰 損金算入連結欠損金の個別帰

損金算入できるものを各社に配分損金算入で
きない連結
欠損金

損金算入される連
結欠損金の判定

「回収された」連結欠損
金は連結ベースと個別
ベースとで一致する。

×30％＝連結
法人税

×30％＝連結法人税個別帰属
額

×30％＝連結法人税個別帰属
額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

連結所得 連結所得個別帰属額 連結所得個別帰属額

調
整
前
の
段
階
で
連
結
欠

法人税 額 額

9

親会社がまと
めて納付

税金の負担関係を精算

翌期以降に繰り越される

欠
損
の
場
合

「回収可能性」も連結
ベースと個別ベースとで

一致する。

9翌期以降に繰り越される
連結欠損金

連結欠損金個別帰属額 連結欠損金個別帰属額

各社に配分

連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性判定
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連結納税制度下における計算イメージ
平成22年税制改正の影響

審議事項（１）－６

連結納税親会社 連結納税子会社

会計上の利益（損失） 会計上の利益（損失）

申告加減算

連結(合算）

申告加減算

平成22年税制改正はこ

の判定プロセスが複雑

成 年税制改 影響

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

申告加減算
＋）将来減算一時差異の発生

－）将来加算一時差異の発生
－）将来減算一時差異の解消
＋）将来加算一時差異の解消

±）永久差異項目

複
になっただけであり、全
体のスキームは従来と

変わらない。

調整前連結所得（欠損） 調整前個別所得（欠損） 調整前個別所得（欠損）

損金算入できる
連結欠損金

損金算入連結欠損金の個別帰 損金算入連結欠損金の個別帰

損金算入できるものを各社に配分損金算入で
きない連結
欠損金

損金算入される連
結欠損金の判定

×30％＝連結
法人税

×30％＝連結法人税個別帰属
額

×30％＝連結法人税個別帰属
額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

損金算入連結欠損金の個別帰
属額

連結所得 連結所得個別帰属額 連結所得個別帰属額

調
整
前
の
段
階
で
連
結
欠

法人税 額 額

10

親会社がまと
めて納付

税金の負担関係を精算

翌期以降に繰り越される

欠
損
の
場
合 特定連結欠損金がある場合には回収可能性を判定

する際に「連結所得見積額」と「個別所得見積額」の
両方を考慮するだけであり、連結ベースと個別ベー

スの回収可能性が異なるわけではない。

10翌期以降に繰り越される
連結欠損金

連結欠損金個別帰属額 連結欠損金個別帰属額

各社に配分

連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性判定

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。




